
２０１6年２月号3

総務・市民２
億
３
，９
８
５
万
円

ふ
る
さ
と
納
税
推
進
事
業

　

平
成
27
年
度
の
寄
附
総
額

を
１３
億
７
，０
０
０
万
円
に

上
方
修
正
し
た
こ
と
に
よ

る
、
返
礼
品
、
広
告
費
な
ど

の
経
費
増
。

問 

寄
附
金
額
の
う
ち
、
返

礼
品
な
ど
経
費
の
占
め
る
割

合
は
。

答 

約
５４
％
で
あ
る
。

教育・文化・福祉４
，２
３
５
万
円

市
内
園
児
が
通
う
私
立
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
へ
の
給
付
事
業

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
施
行

さ
れ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
に
則
り
、
県
の
私
学
助

成
制
度
で
行
わ
れ
て
い
た
認

定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部

分
）、
幼
稚
園
等
へ
の
財
政

支
援
の
仕
組
み
か
ら
、
市
の

施
設
型
給
付
と
し
て
支
援
す

る
。

５
，１
０
６
万
円

農
地
中
間
管
理
事
業

　

農
地
中
間
管
理
機
構
を
通

じ
て
担
い
手
へ
の
農
用
地
等

の
集
積
・
集
約
化
に
協
力
す

る
者
に
対
し
、
機
構
集
積
協

力
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡

大
、
農
用
地
等
の
集
団
化
、

新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う

と
す
る
者
の
参
入
を
進
め
、

農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及

び
高
度
化
を
促
進
す
る
。

　

補
正
の
内
容
は
、
集
落
営

農
法
人
化
に
伴
う
も
の
と
経

営
転
換
協
力
金
で
あ
る
。

（
農
地
中
間
管
理
機
構
と
は
、

公
的
機
関
で
あ
る
県
公
社
が

間
に
立
っ
て
、
農
用
地
の
貸

借
を
進
め
る
機
関
。）

１
，０
０
０
万
円
減

市
道
住
ノ
江
・
社
搦
線
改
良
事
業

　

計
画
し
て
い
た
舗
装
工
事

の
一
部
と
区
画
線
等
の
道
路

表
示
を
佐
賀
県
の
事
業
で
施

工
す
る
た
め
。

主
な
事
業

産業・建設

平成27年度
一般会計・特別会計補正予算を承認

　主な歳入としては、ふるさと納税寄付金、繰入金、国県支出金、市税、財産収入などが増加し、市債は減少
している。主な歳出としては、ふるさと納税の返礼品等、介護給付費・訓練等給付費支給事業、農地中間管理
事業の協力金、子どものための教育給付事業、地方債の※繰上償還に要する費用などである。
※繰上償還…地方債（借金）の償還（返済）について、当初の償還期限到来前に、その全部、または一部を繰り上げて償還すること。

一般会計・特別会計
会計区分 補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計 　207億7,688万円
8１１万円 増（第４号）

2１5億795万円4億8,３１0万円 増（第５号）
2億３,985万円 増（第6号）

特別会計 　98億7,３97万円 １94万円 減 98億7,20３万円
下水道特別会計 　29億4,290万円 １94万円 減 29億4,095万円

事　　業　　名 補正予算額 事　　業　　名 補正予算額
ふるさと納税推進事業 2億３,985万円 増 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 １１7万円 増
農地中間管理事業 5,１06万円 増 市道住ノ江・社搦線改良事業 １,000万円 減
子どものための教育給付事業 4,2３5万円 増 市道小城公園・本告線歩道設置事業 740万円 減
農業排水施設維持管理事業 8１１万円 増 農業集落排水施設機能強化対策事業 ３22万円 減
農地及び農業用施設災害復旧事業 250万円 増

＜ 補 正 の 主 な も の ＞

平成27年度 12月補正予算の状況

平
成
27
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
補
正
予
算

予
算
の
な
か
み

主
な
事
業

舗 装 断 面 図

1
5
0

1
5
0
5
05
0

3
0
0

表 層（佐賀県施工）
基 層

上層路盤

下層路盤

路床（Fe石灰安定処理）

（住ノ江・社搦線）

表　層（佐賀県施工）

舗装断面図（住ノ江・社搦線）
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７
４
０
万
円
減

市
道
小
城
公
園
・
本
告
線

歩
道
設
置
事
業

　

歩
道
設
置
に
伴
な
う
車
道

の
舗
装
施
工
延
長
を
１
５
０

m
減
。

８
１
１
万
円

農
業
排
水
施
設
維
持
管
理
事
業

　

補
正
予
算
第
４
号
と
し
て

小
城
町
三
里
地
区
の
ポ
ン
プ

補
修
工
事
費
用
を
先
決
処
分

と
し
て
執
行
。

（
議
案
第
９７
号
）

　

現
在
、９
月
１
日
に
80
歳
、

88
歳
、
１
０
０
歳
以
上
の
方

に
対
し
て
祝
金
が
支
給
さ
れ

て
い
る
が
、
当
該
年
度
の
３

月
３１
日
ま
で
に
80
歳
、88
歳
、

１
０
０
歳
に
達
す
る
方
に
祝

金
を
支
給
す
る
。
こ
れ
ま
で

１
０
０
歳
以
上
の
方
に
は
毎

年
３
万
円
支
給
さ
れ
て
い
た

が
、
１
０
０
歳
に
な
ら
れ
た

時
に
５
万
円
支
給
さ
れ
る
節

目
支
給
と
な
る
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
で
の
討
論

　
　
　
　
　

　

１
０
１
歳
以
上
の
方
は
打

ち
切
り
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
敬
老
の
意
を
表
す
意
味

か
ら
も
支
給
す
べ
き
。

　
　
　
　

　

１
０
１
歳
以
上
の
方
に
は

厳
し
い
が
、
改
正
す
べ
き
と

こ
ろ
は
改
正
し
て
時
代
に

沿
っ
て
新
し
い
福
祉
に
取
り

組
み
、
福
祉
日
本
一
を
目
指

す
べ
き
。

「
小
城
市
敬
老
祝
金
支
給

条
例
の
一
部
を
改
正
」

反
対
討
論

賛
成
討
論

予
算
の
な
か
み

主
な
議
案

別表第１
利用区分 負担金額（月額）

平　日 3,０００円
（ただし８月は6,０００円）

土曜日 1,５００円

午後６時以降の利用 1,５００円

別表第２
利用区分 負担金額

春季休業日の期間 1,５００円

夏季休業日の期間 1０,０００円

冬季休業日の期間 2,０００円

学年末休業日の期間 1,５００円

上記以外で特に必要と認める日 日額3００円

別表第１
区　分 負担金額（月額）

４月〜3月 3,０００円
（ただし８月は6,０００円）

別表第２
区　分 全期間 日　額

春季休業日 3００円

夏季休業日 8,０００円 3００円

冬季休業日 3００円

学年末休業日 3００円

上記以外の休業日 3００円

上記以外の日 2００円

現　行

改正後

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
つ
い
て

（
議
案
第
９２
号
）

　

現
在
、
小
学
３
年
生
ま
で

に
限
っ
て
い
る
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
受
け
入
れ
を
、
平

成
28
年
度
か
ら
小
学
生
全
体

に
拡
大
す
る
。
た
だ
し
、
28

年
度
は
４
、
５
年
生
を
受
け

入
れ
、
６
年
生
は
29
年
度
か

ら
受
け
入
れ
る
予
定
。

（
議
案
第
９３
号
）

　

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら

平
日
６
時
以
降
、
土
曜
日
、

長
期
休
業
日
の
料
金
を
改
正

す
る
。（
別
表
第
１
・
２
参

照
）

主
な
議
案

「
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
」

「
利
用
者
負
担
金
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正
」

減する舗装車道

歩道設置、歩道舗装

桜
岡
小
学
校


